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「CarePlus保守サービス約款」の修正のお知らせ 

 

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

この度、「CarePlus保守サービス約款」に記述の誤りが発覚したため以下の通り 

修正致しましたのでご案内申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

１．【誤】第 6条 3項 

(3) 甲が、販売代理店を介して本契約を締結する場合の保守料及び支払方法について

は、甲と販売代理店との間で定めるものとし、本条第 1 項、第 2 項、第 6 項に第 7 

条の規定は適用しないものとする。 

 

２．【正】第 6条 3項 

(3) 甲が、販売代理店を介して本契約を締結する場合の保守料及び支払方法について

は、甲と販売代理店との間で定めるものとし、本条第 1 項、第 2 項、第 5 項並びに

第 7 条の規定は適用しないものとする。 

 

尚、新約款の内容に関するご不明点やご質問等につきましては、以下問合せ先まで 

ご連絡頂けますようお願い申し上げます。 

 

問合せ先： 

SCSK株式会社 ネットワークセキュリティ事業本部 カスタマーサポート部 

保守サービス約款 担当宛 

Mail ：careplus-agreement-info@scsk.jp 

以上 
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